
 

令和８年産農作物（水稲）共済に適用する 1 キログラム当たり

共済金額の範囲  

 

１  令和８年産水稲（半相殺方式・全相殺方式・地域インデッ

クス方式）に係る１キログラム当たり共済金額  

  

類区分 

(選択できる引受方式等) 

１キログラム当たり共済金額の選択区分  

第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 第６位 第７位 第８位 

 １類 
(全相殺方式・半相殺方式 ) 

227円 204円 182円 159円 136円 114円   

 ２類 

(全相殺方式・半相殺方式 ) 
27円 24円 20円 17円 14円 11円 7円 4円 

 ３類 

(全相殺方式・半相殺方式 ) 
66円 59円 52円 45円 38円 31円 24円 17円 

 ７類(地域ｲﾝﾃﾞｯｸｽ方式 ) 

    (主食用米 ) 
227円 204円 182円 159円 136円 114円   

 ７類(地域ｲﾝﾃﾞｯｸｽ方式 ) 

    (米粉用米 ) 
66円 59円 52円 45円 38円 31円 24円 17円 

 １類  主食用米（飼料用、バイオ燃料用及び米粉用以外の用途であるもの）  

 ２類  飼料用、バイオ燃料用であるもの  

 ３類  米粉用であるもの  

 ７類  主食用米および米粉用米  

 

 

 



２  令和８年産水稲（品質方式）に係る１キログラム当たり共

済金額ログラム当たり生産金額  

 

      等級 

品種 

１等  ２等  ３等  

コシヒカリ 225円 250円 234円 

キヌヒカリ 227円 222円 206円 

ヒノヒカリ 232円 227円 211円 

日本晴 209円 204円 188円 

ハナエチゼン 219円 214円 198円 

きぬむすめ 210円 205円 189円 

あきたこまち 217円 212円 196円 

にこまる 246円 241円 225円 

ミルキークイーン 219円 214円 198円 

その他 199円 194円 178円 

加工用米 146円 141円 125円 

   

 ※飼料用米  27 円、米粉用米  66 円  

  



３  令和８年産水稲（品質方式）に係る農作物共済引受要綱第

１章第９節第１の２の（１）のただし書きに基づき算定し

た１キログラム当たり生産金額を次のように定める  

 

出荷先  用途・品種  特上  特等  １等  ２等  ３等  

JA 兵庫六甲  酒  山田錦  375 円  356 円  317 円  273 円  249 円  

JA 兵庫みらい  酒  山田錦  410 円  383 円  355 円  306 円  279 円  

JA みのり  酒  
山田錦  416 円  388 円  360 円  309 円  281 円  

山田穂  405 円  377 円  349 円  299 円  272 円  

JA 兵庫西  

うるち  

コシヒカリ      208 円  203 円  187 円  

キヌヒカリ      192 円  187 円  170 円  

ヒノヒカリ      192 円  187 円  170 円  

きぬむすめ      192 円  187 円  170 円  

その他    182 円  177 円  161 円  

もち  はりまもち      222 円  215 円  199 円  

酒  
白鶴錦    250 円  246 円  222 円  214 円  

兵庫夢錦    250 円  246 円  222 円  214 円  

JA たじま  

もち  マンゲツモチ      202 円  197 円  182 円  

酒  

五百万石      233 円  211 円  196 円  

兵庫北錦      233 円  211 円  196 円  

フクノハナ      233 円  211 円  196 円  

JA 丹波ささやま  

うるち  コシヒカリ    216 円  206 円  185 円  

酒  
五百万石  235 円  235 円  229 円  207 円  192 円  

白鶴錦  234 円  234 円  229 円  207 円  192 円  

JA 淡路日の出  うるち  どんとこい    200 円  194 円  177 円  

 


